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令和○○年度循環型社会形成推進交付金
[bookmark: _Hlk190088909]単年度交付額の平準化に係る検討結果報告書

　エネルギー回収型廃棄物処理施設の新設について、工期が３か年以上の期間を要する整備においては、下記のとおり工期の期間別に定めた要件に適合することをあらかじめ検討すること。
　● 工期が５か年度以上の場合、原則、単年度交付額が交付限度額の５０％以内。
　● 工期が５か年度未満の場合、原則、単年度交付額が交付限度額の６０％以内。　


１　ごみ焼却施設の新設時における単年度交付額（金額、割合）の設定【R８年度～】
	
	１年目
（令和　年度）
	２年目
（令和　年度）
	３年目
（令和　年度）
	４年目
（令和　年度）
	５年目
（令和　年度）
	計

	割合
	
	
	
	
	
	100％

	単年度交付額
	
	
	
	
	
	
（交付限度額）


※工期が５か年度以上の場合は適宜列を追加すること。

２　平準化に係る検討結果






















· 平準化に関する結果報告書等があれば合わせて添付すること。
· 検討の結果、要件に適合しない場合であっても、検討の結果として得られた結果を踏まえ、単年度交付額の平準化を実施した上で交付申請等を行うこと。
